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第 章　環境基本計画の進捗状況

第 章　環境基本計画の進捗状況

第 節　環境基本計画の施策体系
　環境基本計画が目指す将来像と施策設定の視点

環境基本計画では、計画の推進により目指す本
県の環境の将来像として、「豊かで美しい自然と
ともに、健やかで快適な暮らしが次世代へ受け継
がれる県土」と「持続可能な社会の実現に向けて

すべての主体が行動する地域社会」を掲げていま
す。これは、計画最終年度である令和 年度まで
の達成目標であるとともに、その先も引き続き目
指す中長期的な将来像です。

こうした将来像を実現するためには、「低炭素
社会」、「循環型社会」、「自然共生社会」の構築が
必要であり、また、「安全で良好な生活環境」は、
人の健康や生活を守るという点において、 つの
社会を形成するための基盤となるものです。これ
ら つの社会とその前提となる安全で良好な生活
環境は、独立したものではなく相互関係性を持
ち、補完しあうものであることから、これらの実
現に向けた取組を総合的に展開していくことが不
可欠です。このため、環境基本計画では、「低炭
素」、「循環」、「自然共生」及び「安全で良好な生
活環境」の各分野を横断して、県民、事業者、民
間団体及び行政が、それぞれの役割分担に応じた
環境配慮の取組を自主的・積極的に行うことによ
り、身近な環境から地球規模にわたる健全で恵み

豊かな環境が総合的に保全されている社会を目指
します。
施策設定にあたり、東日本大震災からの復興に

おける課題については、早急に対応することが必
要であり、自然環境、生活環境などの多方面にわ
たる課題を解決するため、横断的・戦略的に施策
を推進していく必要があります。
また、将来像実現のためには、県民、事業者、

民間団体及び行政などの地域社会を構成するすべ
ての者が、ライフスタイルなどの行動様式を変革
するなど、より環境に配慮した地域社会の形成に
向けた行動を促す施策を推進する必要があります。
これらの状況を踏まえ、環境基本計画では以下

の つの視点から施策を展開することとしています。

豊かで美しい自然とともに、健やかで快適な暮らしが次世代へ受け継がれる県土
●本県の抱える環境の課題が解決に向かい、豊かな森や海などの美しい自然が守られ、全ての県民が自然からの恵みを持続的に
享受できるよう、将来にわたり安心して快適に暮らせる県土を目指します。

持続可能な社会の実現に向けてすべての主体が行動する地域社会
●県民、事業者、民間団体及び行政などが、日常生活や事業活動によって生じる環境への負荷を抑制することが、持続可能な社会の実現の
ために不可欠であることを理解し、省エネルギー、省資源、自然環境への配慮などに自ら取り組み、行動する地域社会の形成を目指します。

＜宮城県環境基本計画の環境の将来像＞

⑴　復興を契機とした新しい宮城の環境の創造

　沿岸部の被災市町では、各々の震災復興計画に基づき、社会基盤の整備が進められています。県は、東日本大震災からの復
興を契機として、再生可能エネルギーやエネルギーマネジメントシステム（エネルギーの使用の最適化を図るシステム）などを
活用し、防災に配慮したエコタウンの形成や、環境・エネルギー関連産業の振興など、地域の経済・社会の低炭素化による先進
的な地域づくりを推進します。
　また、復興事業などによる環境への負荷に適切に対応するため、自然環境や生活環境に配慮した事業となるよう施策を推進します。

⑵　豊かで健やかな環境を未来につなぐ

　豊かな環境は、私たちの子や孫など将来世代へ残す資産でもあります。現在の環境をさらに良いものとし、県で暮らすすべて
の人々が、「生まれてよかった、育ってよかった、住んでよかった」と実感できる県土を次世代へ受け継いでいかなくてはなりません。
　県は、里地里山や農村の景観、豊かな生物多様性など、価値ある自然環境とともに、安心して暮らせるきれいな空気や飲み水
などの安全な生活環境を保全する取組を進めます。
　また、県民、事業者、民間団体及び行政などの地域社会を構成するすべての者が連携しながら、環境に配慮した行動を実践で
きるよう促すなど、持続可能な地域社会の実現に向けた施策を推進します。

＜施策設定の視点＞
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第 部　総　　説

環境基本計画では、体系的に施策を展開するため
の柱となる つの政策として、「低炭素社会の形成」、
「循環型社会の形成」、「自然共生社会の形成」、「安
全で良好な生活環境の確保」を掲げています。
また、施策設定の視点を踏まえ、「復興を契機と

した先進的な地域づくりの推進」、「防災、復興事

業における自然環境や生活環境への配慮の促進」、
「放射性物質の付着した廃棄物等の適正な処理の
促進」を、計画の終了年度までに県が重点的に取
り組む施策として設定しています。これらの関連
事業の実績については、第 章及び第 章で紹介
します。

　将来像実現のための政策と施策項目

低炭素社会の形成

循環型社会の形成

安全で良好な生活環境の確保

■暮らしや事業活動における低炭素化の推進
■地域づくりと連動した再生可能エネルギー等の導入やエコタウン形成の促進
■地域に根ざした産業全体の低炭素化の実現

■グリーン行動の促進
■環境の保全に関する協定の締結
■開発行為における環境配慮
■規制的措置
■公害紛争等の適切な処理及び
　環境犯罪対策

■すべての主体の行動の促進
■循環型社会を支える基盤の充実

■循環資源の３Ｒ推進
■廃棄物の適正処理

■健全な生態系の保全及び生態系ネットワークの形成
■生物多様性の保全及び自然環境の再生
■豊かな自然環境を次世代に引き継ぐ基盤づくり
■やすらぎや潤いのある生活空間の創造

■大気環境の保全
■水環境の保全
■土壌環境及び地盤環境の保全

■地域における静穏な環境の保全
■化学物質による環境リスクの低減
■環境中の放射線・放射能の管理・
　測定・知識の普及啓発

復興のための重点的な取組 将来像を実現するための政策 すべての基盤となる施策

①復興を契機とした先進的な地域づくりの推進
■再生可能エネルギー等の活用及び地域内でのエ
ネルギー利用の最適化
■防災に配慮した再生可能エネルギー等の導入
■地域の産業振興につながる再生可能エネルギー
等の導入・活用の推進

②防災・復興事業における自然環境や生活
　環境への配慮の促進
■防災・復興事業の工事における自然環境への
配慮
■防災・復興事業における生活環境への配慮

③放射性物質の付着した廃棄物等の適正
　な処理の促進
■除染対策の支援
■放射性物質の付着した 8,000Bq/kg 以下の
廃棄物の適正処理の促進

自然共生社会の形成

環境基本計画における将来像の実現のための政
策に係る具体的な施策は、政策ごとに策定する個
別計画により推進・進行管理することとしていま
す。個別計画においては、将来像の実現に向け
て、計画の進捗状況を的確に示す管理指標を設け
るとともに、数値目標を設定しています。
環境基本計画の進行管理に当たっては、個別計

画ごとに定める数値目標の達成状況を踏まえて、

定期的に点検及び評価を行います。
点検・評価の結果は、県議会、県環境審議会に

報告するとともに、環境白書として公表して県民
の皆様からの御意見をいただき、定期的に施策や
事業を見直し、新たな施策や事業の検討を行うこ
とで、Ｐ－Ｄ－Ｃ－Ａの環境マネジメントシステ
ムを運用していくこととしています。　

　環境基本計画の進行管理

▼表 　将来像実現のための政策と、政策ごとの個別計画

計画の概要個別計画将来像実現のための政策
低炭素社会の実現に向けて、県域全体からの温室
効果ガスの排出抑制を行うための計画宮城県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

低炭素社会の形成
低炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギー
の導入及び省エネルギーを促進するための計画再生可能エネルギー・省エネルギー計画

循環型社会の実現に向けて、廃棄物等の Ｒと適
正処理を推進するための計画宮城県循環型社会形成推進計画（第 期）循環型社会の形成

人と自然の共生を目指し、長期的展望に立った自
然環境保全施策を推進するための方針宮城県自然環境保全基本方針

自然共生社会の形成
県の生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する計画宮城県生物多様性地域戦略
自動車交通に関する環境負荷を低減させるための計画宮城県自動車交通環境負荷低減計画安全で良好な

生活環境の確保 健全な水循環を保全するための計画宮城県水循環保全基本計画

▲図 　将来像実現のための政策と施策項目
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第 章　環境基本計画の進捗状況

第 節　環境基本計画の進捗状況
　平成 年度実績に関する点検評価結果　

平成 年度実績に関する点検評価結果について
は、環境基本計画の実施計画となる つの計画を
踏まえ、「低炭素社会の形成」「循環型社会の形成」
「自然共生社会の形成」「安全で良好な生活環境の
確保」の つの政策に対し設定した の管理指標
の状況を以下の表のとおり整理しました。

管理指標によっては、データが入手できないた
め、評価年度が数年前となるものもありますが、
測定可能な直近年度における目標達成状況につい
ては、管理指標 項目のうち 項目で目標を達成
しました。

▼表 　政策項目ごとの管理指標の目標値達成状況及び計画全体の評価結果

参考評価年度における状況単位管理指標
政策項目

前年度比評価年度の
前年度実績目標達成状況評価年度での

目標数値実績値年度指標名称番号

．％，○，，H千t-CO温室効果ガス年間排出量
（森林等による吸収量を差し引いたもの。）

政策
低炭素社会の形成 ．ポイント．×．H％自動車からの二酸化炭素排出量削減率

―――×，，HTJ再生可能エネルギー導入量

．%×Hg/人・日県民一人一日当たりの一般廃棄物排出量　

政策
循環型社会の形成

．ポイント．×．H％一般廃棄物リサイクル率

．ポイント．○．H％一般廃棄物最終処分率

．%，×，，H　千t産業廃棄物排出量

．ポイント．○．H％産業廃棄物リサイクル率

．ポイント．×．．H％産業廃棄物最終処分率

±．○．H％豊かな自然環境の保護・保全を目的とした
指定地域の県土面積に占める割合

政策
自然共生社会の形成 ．%，×，，Hha県内未間伐森林面積

．ポイント．○．．H点豊かな生態系
（森林・農地・水辺環境の保全）

±○H％沿道における二酸化窒素の
環境基準下限値達成率

政策
安全で良好な
生活環境の確保

±○H％沿道における浮遊粒子状物質の
環境基準達成率

1.9ポイント  ．×H30  94.9 ％道路に面する地域における
自動車交通騒音の環境基準達成率

．ポイント．×．H点清らかな流れ
（水質環境基準の達成度）

±．○．．H点豊かな流れ
（平常時の河川流量の豊かさ）

．ポイント．○．．H点安全な流れ
（河川・海岸整備率の向上）

※平成 年度実績がまだ算出できない指標については、算出可能な最新年度の実績から計算される点数を示しています。
※「前年度実績との比較」の表示の意味は以下のとおりです。
　　：前年度実績と比較して、 ．ポイント以上の改善が見られた項目
　　：前年度実績からの増減幅が ．ポイントに満たない項目
　　：前年度実績と比較して、 ．ポイント以上の悪化が見られた項目
※管理指標 は、平成 年 月の分野計画改定に合わせて指標（算定方法）の見直しを行ったことから、平成 年度と前年度との比較はできませ
ん。
※具体的な内容は、 ページ以降の各個別計画の進捗状況に関する箇所で紹介しています。
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第 部　総　　説

また、環境基本計画では、個別計画ごとに定め
る数値目標の達成状況を踏まえて総合的に管理で
きる指標（総合管理指標）を設定し、定期的に点
検及び評価を行うこととされています。
この「総合管理指標」による総合評価について
は、目標値の達成率に応じて 点満点で配点を行
うことにより、異なる分野の評価の物差しを統一
することで、政策項目ごと及び環境基本計画全体
の進捗状況を把握するものです。
この内容は、環境基本計画の資料編にて紹介し
ていますが、現段階では、以下の点で適切な評価
に課題があるため、当面、環境白書にて試行的に
実施した結果を示すこととしています。

①　指標の評価年度の統一が図られないこと
②　政策項目ごとに指標の数が異なること
③　分野別の計画又は方針において、数値目が
掲げられていない場合があること
④　分野別計画ごとに目標年度が異なっている
こと
なお、今回平成 年度の評価を行うにあたり、
評価年度について、 の指標のうち、 つの指標
で平成 年度、 つの指標で平成 年度となって
いるため、これらの年度のデータをそのまま平成
年度のものと置き換えて算出するなど、上記①
～④の課題に対して、現状において想定しうる方
法で試行的に算出評価しました。

　点検評価結果を踏まえた課題と今後の施策展開の方向性

▼表 　年度ごとの総合管理指標による評価の推移

HHHHHH指　標　名　称番号政　策

－－－，．．県内温室効果ガス排出量
低炭素社会
の形成 ．．．．．．自動車からのCO排出量削減率

．．．．．．再生可能エネルギー導入量

－．．．．．県民一人一日当たりの一般廃棄物排出量

循環型社会
の形成

－．．．．．一般廃棄物リサイクル率

－．．．．．一般廃棄物最終処分率

－．．．．．産業廃棄物排出量

－．．．．．産業廃棄物リサイクル率

－．．．．．産業廃棄物最終処分率

．．．．．．指定地域の県土面積に占める割合
自然共生社会
の形成 －．．．--未間伐森林面積

．．．．．．豊かな生態系

．．．．．．NOの沿道における環境基準下限値達成率

安全で良好な
生活環境の確保

．．．．．．SPMの沿道における環境基準下限値達成率

8.5  ．．．．．自動車交通騒音の道路に面する地域の環境基準達成率

．．．．．．清らかな流れ

．．．．．．豊かな流れ

．．．．．．安全な流れ

．．．．．．政策 「低炭素社会の形成」

．．．．．．政策 「循環型社会の形成」

．．．．．．政策 「自然共生社会の形成」

．．．．．．政策 「安全で良好な生活環境の確保」

．．．．．．総合評価点

※　指標番号 については、平成 年 月の分野計画改定に伴い、平成 年度実績から算定方法が変更されたため、前年度との比較はできません。
※　指標番号 については、平成 年 月の分野計画改定に伴い、平成 年度実績から算定方法が変更されたため、前年度との比較はできません。
※　指標番号 、 及び の 指標については、分野計画変更に伴い、平成 年度から評価方法が変更されたため、前年度との比較はできません。
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第 章　環境基本計画の進捗状況

各政策の平成 年度の評価点について、 点満
点で評価すると以下のとおりとなります。
「低炭素社会の形成」については、「県内温室効
果ガス排出量」は、国をはじめとした各種統計資
料の公表値に基づき算出しているため、最新の
データは確報値で平成 年度の値となりますが、
．点となりました。
次に、「循環型社会の形成」については、すべて
の指標の評価年度が平成 年度となりますが、
．点となりました。
次に、「自然共生社会の形成」については、「未

間伐森林面積」の数値の最新データが平成 年度
の値となりますが、 ．点となりました。
最後に、「安全で良好な生活環境の確保」につい

ては、 ．点となりました。
これら各政策項目の評価点を総合し、本県の環

境の状況及び県の施策の進捗状況を 点満点で評
価すると、平成 年度の実績は ．点となりまし
た。
この評価によると、最も良いのが「自然共生社

会の形成」で、次に「安全で良好な生活環境の確
保」、「循環型社会の形成」と続き､「低炭素社会の
形成」が最も悪い状況となりました。
なお、 点に満たなかった指標は、低炭素社会

関連の 指標のほか、一般廃棄物の県民一人一日
当たり排出量及びリサイクル率、産業廃棄物最終
処分率、未間伐森林面積、安全で良好な生活環境
の確保では自動車交通騒音及び清らかな流れとな
りました。
これらの 点に満たなかった指標は、主に近年

の震災からの復旧復興に伴う環境負荷の増加によ
り課題となっていますが、復旧・復興事業の減少
に伴い改善しつつある指標もあり，総合評価によ
る点数は概ねその状況を示しているものと考えら
れます。
総合管理指標による評価は、平成 年度の評価

から取り入れている試行的なものとなりますが、
今回の結果を踏まえ、今後、さらに分かりやすく、
より実状を反映できる方法について、さらなる検
討を加えていきます。
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第 節　環境分野ごとの個別計画の進捗状況
　低炭素社会の形成

　計画の概要
①　位置付け・役割
「地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 年
法律第 号。以下、「温対法」という。）」第 条
第 項の規定に基づき、地域における温暖化対策
を推進するため、温室効果ガスの排出削減目標や
基本的な方向性を定めた計画です。

②　基本精神及び施策展開のコンセプト
気候変動による影響は本県を含めて全ての国や

地域に及んでおり、今後も更なる影響が生じるこ
とが予想されている危機的な状況です。その要因
は化石燃料の使用に基づく日常の生活や経済活動
であり、こうした社会そのものを脱炭素型に変革
していく必要があることから、「流れを，変える」
を基本精神に設定し、基本精神に基づいた以下の
つの「コンセプト」を掲げ、施策を展開してい

きます。

③　計画期間
（平成 ）年度から （令和 ）年度まで

　平成 年度における点検評価結果
①　計画の目標等
ア　総量目標

（令和 ）年度の県内の温室効果ガス排出
量を （平成 ）年度比で ％削減する
イ　補助目標
暮らし・住まい
世帯 日あたりのエネルギー消費量を ．％

（ ．MJ）削減する
まち・むら
自動車 台当たりのガソリン消費量を、 ．％
（ ．L）削減する

産業・経済
業務延床面積 愛当たりのエネルギー消費量
を、 ．％（ ． GJ）削減する

②　数値目標に係る指標値の状況
数値目標の算出は、国をはじめとした各種統計

資料の公表値に基づき行っているため、最新の
データは （平成 ）年度となります。

（平成 ）年度における森林等による吸収
源対策分を加味した県内の温室効果ガス排出量は
， 万 千t（二酸化炭素換算）であり、前年度
比で ．％（ 万 千t）減少し、基準年比で ．％
（ 万 千t）減少しました。
温室効果ガス排出量の減少は、家庭部門におけ

る電力消費量及び排出係数の減、運輸部門におけ
るガソリン及び軽油由来のエネルギー消費量の減
などが要因です。
なお、 つの補助目標についても、算定最新年

度において、前年度比で減少となっています。
 

～宮城県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）～

▲図 　県内の温室効果ガス排出量の推移
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▲図 　総量目標の内訳
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（千t-CO₂） 現状のまま推移した場合

2013年度比

吸収源対策

削減部分削減部分削減部分エネ転換

非エネ起源

産業

家庭

業務

運輸

その他ガス

2013年度排出量 2030年度対策後
（吸収源対策除く）

2030年度対策後
（吸収源対策含む）

23,007

6,8326,8326,832

22,311
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16,17616,17616,176
800800800

▲4.0％

▲5.4％

▲45.8％

▲（　31％）

▲51.6％

▲21.5％

▲23.6％

▲14.6％

▲6,936千t-CO₂

　「地球市民マインド」
　　～持続可能な開発目標（SDGs）～
　「熱には“熱”を」　～ジョー“熱”立県～
　「地産地消エネルギーへのこだわり」
　　～メイド・イン・みやぎのエネルギー～
　「ヒト・モノ・コトをつなぐ」
　　～県は“インターフェース”～
　「環境・経済・社会の統合的向上」
　　～クラ(暮)×サン(産)×カン(環)～

※平成 年 月に新たな計画を定めました（Ｐ．参照）。
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③　平成 度に講じた施策
ア　日々の生活、事業活動における低炭素化の推
進
家庭の省エネ設備の導入や既存住宅の省エネ改
修及びネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの建
設に対し、補助金による支援を行ったほか、事
業活動における省エネ・再エネ設備の導入に対
して、補助金による支援を行いました。
「ダメだっちゃ温暖化」宮城県民会議を運営す
るとともに、スポーツ団体と連携するなど普及
啓発イベントを開催するほか、うちエコ診断士
の育成支援やうちエコ診断の受診を促進しまし
た。

イ　地域づくりと連動した取組の推進
市町村が行う再生可能エネルギーやエネルギー
マネジメントシステムを活用したまちづくりへ
の支援として、検討組織の立ち上げ段階の組織
運営への補助を実施しました。
地域特性を生かした多様な再生可能エネルギー
の導入を促進するため、風況観測調査や経済波
及効果調査を実施したほか、農業用水利施設を
活用した小水力発電の導入可能性調査を実施し
ました。
水素エネルギー利活用促進のため、燃料電池自
動車（FCV）導入補助を行ったほか、カーレン
タル事業やタクシー事業、体験乗車会の実施な
どにより、FCVの利用機会を創出しました。ま
た、水素エネルギーに関するセミナーやイベン
ト、シンポジウムの開催などにより水素エネル
ギーの普及拡大を図りました。

ウ　低炭素・エネルギーに係る産業育成と産業界
全体の低炭素化
「廃棄物系バイオマス」、「木質バイオマス」、「温
泉熱」、「地中熱」の 分野（以降、「重点 分
野」という。）を中心に、セミナーや研究会開催
等により、再生可能エネルギーの導入促進を
図ったほか、各種補助金による事業化支援を行
いました。
環境に配慮した営農活動に取り組む農業者への
支援を行うとともに、若齢林の間伐や県産材の
利用促進に関する支援を行いました。

エ　取組促進に関わるコーディネート
小学生向けの出前講座を実施し、学校における
環境学習の機会の充実を図ったほか、学外での
環境教育プログラムを実施するNPO等の取組
をまとめたプログラム集を小学校等に配布しま
した。また、県のホームページや環境情報セン
ターにおいて環境関連情報の発信を行いました。

④　現状と課題
東日本大震災以降、震災復興等により増加傾向
にありました温室効果ガス排出量が、平成 年
度に減少に転じましたが、目標達成のために
は、各部門での更なる温室効果ガス排出量の削
減が求められています。
地球温暖化対策実行計画では、従来からの温室
効果ガスの排出量を削減する緩和策に加えて，
高温や多雨と言った気候変動による被害を回
避・軽減する取組である適応策についても，同
時併行で取り組むこととしているほか、「気候
変動適応法」（平成 年法律第 号）の公布・施
行により、各地方自治体はその区域における気
候変動への適応の推進に努めることとされまし
た。
自立・分散型エネルギーの確保を図るため、地
理的優位性の高い太陽光発電など、地域特性を
踏まえた再生可能エネルギーの導入に取り組ん
できましたが、更なる再生可能エネルギーの導
入拡大と多様化を図るとともにエネルギーの地
産地消、効率的利用を積極的に推進していく必
要があります。
クリーンエネルギー産業の振興に関しては、重
点 分野を中心に、セミナーや研究会開催等に
より、再生可能エネルギーの導入促進を図って
きましたが、県内におけるこれらの導入量は十
分とは言えないことから、引き続き導入促進に
取り組んでいく必要があります。
木材価格の低迷等による林業採算性の悪化や森
林所有者の森林経営意欲減退により、間伐など
の森林整備や伐採後の再造林が進まない状況に
あります。一方、補助事業を活用しながら林業
事業体等への支援を行っていますが、労働力が
不足している事業体もあり、補助事業予算の繰
越が増えてきています。

⑤　今後の施策の方向性
地球温暖化対策実行計画や再エネ・省エネ計画
に基づく効果的な県民運動を実施します。ま
た、県自らが環境配慮行動を率先して行うた
め、県有施設に対し積極的に再生可能エネル
ギー設備を導入するなど、県民、事業者などす
べてが主体となった環境配慮行動の実践を促し
ていきます。
大規模な再生可能エネルギー源として期待され
る洋上風力発電等の導入を推進するため、事業
者公募に向けて地域の関係者による協議会を設
置し、諸条件の検討を行うほか、陸域について
も風況調査などを行う事業者への支援を進めて
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いきます。
重点 分野について、研究会等を通じて事業化
に向けた活動を積極的に支援していきます。ま
た、環境関連産業の振興を図るため、農林水産
や医療・福祉、建設土木など、他分野との連携・
協働を推進するとともに、本県で環境関連のも
のづくりに取り組もうとする企業の支援体制を
整備していきます。
労働力の確保状況を含め、意欲と能力のある林

業事業体へ重点的に支援を行うことにより、予
算を効率的、効果的に活用しながら森林整備を
推進し、森林の有する多面的機能の発揮を最大
限に図っていきます。
気候変動への適応を推進していくため、最新の
知見を踏まえながら、県民や事業者への普及啓
発、適応策を推進する人材の育成等の取組を
行っていきます。

　計画の概要
①　位置付け・役割
宮城県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

における重点施策である再生可能エネルギー導入
促進・省エネルギー促進分野の実施計画として位
置付けています。
再生可能エネルギー等の導入及び省エネルギー

の必要性を示すことで、県民・事業者等の自主的
な行動を促進するとともに、総合的かつ長期的な
目標を掲げ、実現に向けた県の施策の大綱及び基
本的な方向性を定めるものです。
②　施策展開の考え方
本県が目指す将来像を実現するために、 年

までに達成すべき つの目標指標を掲げ、そのた
めに必要なアクションとして、 つの施策分野毎
に の具体的な取組を示しています。また，取組
ごとに主に関わりのある主体を整理し、各主体の
役割を明示しています。
③　計画期間

（平成 ）年度から 年度まで

　平成 年度における点検評価結果
①　計画の基本目標
化石燃料の消費量を減らすためには、エネル

ギーの効率的利用などの省エネルギー行動によ
り、エネルギー消費量そのものを減らす一方、太
陽光発電等の再生可能エネルギーの導入量を増や
すことが重要となります。本計画では、基準年を

（平成 ）年とし、以下の つの目標により
進行管理しています。
ア　再生可能エネルギー等の導入量

年度で ， TJ（熱量換算）とする（基準
年比 ．倍）
イ　省エネルギーによるエネルギー消費量の削減
量

年度で ， TJ（熱量換算）とする（対策
前比 ％減）
ウ　電力自給率（電気消費量に占める再生可能エ
ネルギー電力の割合）

年度で ．％とする（基準年比 ．倍）
エ　エネルギー自給率（エネルギー消費量に占め
る再生可能エネルギーの割合）

年度で ．％とする（基準年比 ．倍）
②　数値目標に係る指標値の状況
ア　再生可能エネルギーの導入量

年度目標値である再生可能エネルギー等の
導入量 ， TJ（熱量換算）に対し、平成 年度
末の導入量の推計値は、 ， TJ、達成率 ．％
でした。
長期的には、太陽光発電は着実に増加している

ものの、水力発電及び太陽熱利用は横ばい、地熱
発電は減少しています。

イ　省エネルギーによるエネルギー消費量の削減量
平成 年度の省エネルギーによるエネルギー消

費量は、 ， TJで、前年度から約 ％の削減
が図られました。 年度までに ， TJまで
削減する必要があり、今後 ％程度のエネルギー
消費量削減が必要となっています。
部門別では、家庭部門、運輸部門について、基

～再生可能エネルギー・省エネルギー計画～

▲図 　再生可能エネルギー導入量の推移
（熱量換算、TJ）
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準年比におけるエネルギー消費量の削減が進んで
おり、産業部門は横ばいとなっています。中でも
家庭部門は基準年比で ， TJ（熱量換算）と大
幅な減少がみられました。エネルギー消費量が基
準年比で増加していたのは業務部門であり、その
増加量は ， TJ（熱量換算）でした。

ウ　電力自給率（電気消費量に占める再生可能エ
ネルギー電力の割合）
平成 年度の電力消費量は、 ， TJ（熱量換
算）、再生可能エネルギー（電気）の導入量が
， TJ（熱量換算）であることから、平成 年
度の電力自給率（電気消費量に占める再生可能エ
ネルギー電力の割合）は ．％であり、 年度目
標の約 ％を達成しています。

エ　エネルギー自給率（エネルギー消費量に占め
る再生可能エネルギーの割合）
平成 年度のエネルギー消費量は、 ， TJ

（熱量換算）、再生可能エネルギー（電気＋熱）の
導入量が ， TJ（熱量換算）であることから、
平成 年度のエネルギー自給率（エネルギー消費
量に占める再生可能エネルギーの割合）は ．％で
あり、 年度目標の約 ％を達成しています。
 

③　平成 年度に講じた施策
主な施策として、スマートエネルギー住宅普及

促進事業では、太陽光発電システム、蓄電池等に
加え、新たに地中熱ヒートポンプシステムと住宅
用外部給電機器（V2H）も対象とし、それらの導
入経費の支援を行いました。
地域特性を生かした多様な再生可能エネルギー

の導入を促進するため、再生可能エネルギーを活
用したまちづくり（エコタウンの形成）を行う事
業者に対する支援を行いました。また、沿岸地域
への風力発電の導入に向けて、導入可能性のある
エリアにおいて、関係機関からなる地域協議会を
設置し、課題の整理・調査等を行いました。
水素エネルギーの利活用促進では、FCVのカー

レンタル事業やタクシー事業などFCVの利用機
会の拡大に努めたほか、水素エネルギー体験イベ
ントや教員向け研修を開催し、水素エネルギーの
普及拡大を図りました。さらに、大学等と連携し
て、水素エネルギー・燃料電池に関する産業セミ
ナーを開催し、水素エネルギー関連産業の育成・
活性化のための取組を実施しました。
④　現状及び課題
震災の経験から自立電源確保への意識が高まっ

たことなどにより、太陽光発電の導入が進んでい
いますが、太陽光以外の導入量の伸びは低い状況
が続いています。今後は、単に再生可能エネル
ギーの導入促進を図るだけでなく、エネルギーの
地産地消、効率的利用を積極的に推進していく必
要があります。
特に住宅用太陽光発電システムについては、余

剰電力買取制度の開始から 年が経過しようとし
ているため、住宅用太陽光発電の固定価格買取制
度（FIT）の買取期間満了に伴い、県民等が環境
意識を持って、自発的に自家消費に取り組める仕
組みづくりが必要となっています。
省エネルギー分野では、業務・家庭分野におけ

るエネルギー消費量が高止まり傾向にあるため、
省エネルギー行動を一人ひとりの意識や普段の行
動にどう結びつけ、定着を図っていくかが課題と
なっています。今後は行動科学の理論に基づくア
プローチ（ナッジ）など、単なる知識の普及だけ
でない、具体的な行動を促す施策の検討が必要で
す。
⑤　今後の施策の方向性
再生可能エネルギーの自家消費を進める取組と
して、蓄電池やV2Hへの補助を行うとともに、
自発的に自家消費に取り組める仕組みとして、
再生可能エネルギーから発電された電力を自家

▲図 　県内エネルギー消費量（部門別）の推移
（熱量換算、TJ）
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※一次エネルギー換算値 産業部門 家庭部門 業務部門 運輸部門

381,290381,290

88,40888,408

78,47178,471

63,41363,413

150,999150,999

370,028370,028

83,60583,605

72,00072,000
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150,861150,861
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60,61760,617
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75,10175,101
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106,830106,830
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57,50457,504

106,510106,510

255,719255,719

66,11266,112

35,05335,053

43,87143,871

110,682110,682

262,429262,429

75,34775,347

53,11653,116

61,52761,527

72,44072,440

（H ）年度（H ）年度（H ）年度（H ）年度（H ）年度（H ）年度項　　目

－,,,,,kWh電力消費量

,,,kWh再生可能エネルギー
導入量（電気）

(．)※．%．%．%．%．%%電力自給率

▼表 　電力消費量に占める再生可能
　　　　　　　エネルギー（電気）の割合（平成 年度）

※　電力消費量実績の最新年度が （平成 ）年度であるため、
（平成 ）年度における電力自給率は、 （平成 ）年度の電力
消費量を代入して試算した。

（H ）年度（H ）年度（H ）年度（H ）年度（H ）年度
1

（H ）年度項目

－－－，，，TJエネルギー消費量

，，，，，，TJ再生可能エネルギー
導入量

(．％)※(．％)※(．％)※ ．％．％．％％エネルギー自給率

▼表 　エネルギー消費量に占める
　　　　　　　再生可能エネルギーの割合（平成 年度）

※　エネルギー消費量実績の最新年度が （平成 ）年度であるた
め、 （平成 ）年度以降のエネルギー自給率は、 （平成 ）
年度のエネルギー消費量を代入して試算した。
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　循環型社会の形成

　計画の概要
①　位置付け・役割
「循環型社会形成推進基本法」（平成 年法律第
号）に基づく地域における循環型社会形成推進

計画及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
（昭和 年法律第 号。以下、「廃棄物処理法」と
いう。）に基づく都道府県廃棄物処理計画として策
定している計画で、環境基本計画の個別計画とし
ての性格を有しているとともに、各市町村の一般
廃棄物処理計画と調和を図りながら、その区域を
越えた広域的事項や技術的知見を含めた県全体の
廃棄物対策の基本計画としても位置付けられてい
ます。
②　施策展開の考え方
平成 年 月に策定した宮城県循環型社会形成

推進計画（第 期）では、「リスタート！みやぎの
R－リデュース・リユース・リサイクル」を基

本理念として、本県の復興状況と特性を考慮しな
がら、循環型社会の形成を一層推進していくた
め、「全ての主体の行動の促進」、「循環型社会を支
える基盤の充実」、「循環資源の R推進」及び「廃
棄物の適正処理」を基本方針に掲げ、施策を展開
していくこととしています。
③　計画期間
平成 年度から令和 年度まで

　平成 年度における点検評価結果
①　計画の基本目標
循環型社会形成の状況を表す指標及び計画の最

終目標年度である令和 年度の基本目標値を次の
とおり定めています。　
 

②　数値目標に係る指標値の状況
基本計画に係る平成 年度の実績値は次のとお

りです。一般廃棄物の最終処分率と産業廃棄物の
リサイクル率については目標を上回りましたが、
それ以外は目標に到達していませんでした。
一般廃棄物関連指標
本目標に係る平成 年度の実績値は下記のとお
りです。震災後、焼却ごみへの循環資源の混入が
多い状態が継続していることなどにより、最終処
分率以外は目標数値に到達していませんでした。
 

～宮城県循環型社会形成推進計画～

g／人・日1人1日当たりごみ排出量
％リサイクル率
％最終処分率

， 千t／年排出量
％リサイクル率
％最終処分率

・一般廃棄物

・産業廃棄物

▲図 　一人（注 ）一日当たりごみ排出量（注 ）の推移
（注 ）外国人人口を含む住民基本台帳人口の値
（注 ）ごみ総排出量＝計画収集量＋直接搬入量＋集団回収量

（ｇ/人・日） 

１
人
１
日
当
た
り
ご
み
排
出
量

1,0211,0211,021
1,0471,0471,047

961961961
981981981

H2
1

H2
7
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5
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2
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1,100
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1,018 1,008 1,000
988988 996996

930

消費することで生み出される環境価値を「見え
る化」し、国の「J－クレジット」制度を活用し
ていきます。
地域資源を活用した自立・分散型の地産地消エ
ネルギーの導入促進に向けて、引き続き市町村
と連携して地域資源を利用した事業化を検討す

る事業者を支援していきます。
水素社会の構築に向けて、燃料電池自動車
（FCV）、家庭用燃料電池、燃料電池バスの導入
支援策の検討などの取組を継続して進めていき
ます。
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産業廃棄物関連指標
各指標については、リサイクル率は目標数値を

達成していますが、排出量と最終処分率は震災後
に高止まりしている影響から目標に到達できませ
んでした。

▲図 　一般廃棄物リサイクル率の推移
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サ
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率
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▲図 　一般廃棄物最終処分率の推移
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③　平成 年度に講じた施策
県民・事業者の廃棄物の Rに対する意識の醸
成を図るため、啓発活動や環境教育を実施しま
した。
県内企業の Rの取組を推進するため、「環境産
業コーディネーター」による企業訪問活動を行
いました。
グリーン購入促進条例に基づき「宮城県グリー
ン製品」の認定を行い、その利用拡大を促進し
ました。
産業廃棄物の Rを促進するための設備整備に
対する費用助成や産業廃棄物の Rに関する技
術の確立と事業化を目的とした研究開発に費用
助成を行いました。
廃棄物の適正処理の推進を図るため、排出事業
者・処理業者に対する指導、廃棄物処理施設の
維持管理に関する指導、不法投棄・不適正処理
の根絶のための広報啓発、違反行為の早期発
見・早期対応による被害の拡大防止に努めまし
た。
不適正処理の未然防止を強化するため、事業者
等へ廃棄物処理制度に関する講習会を実施した
ほか、財政基盤の脆弱性を理由とする不適正事
案を未然に防止するため、事業者の財務状況を
把握する等の指導強化事業を実施しました。
小型家電や食品廃棄物等のリサイクルを推進す
るため、希少金属やバイオマス資源のリサイク
ルシステム構築に向けた各種検討や取組を実施
しました。

④　現状及び課題
依然として多い建設系の廃棄物に加え、復旧し
た工場事業場の産業活動が活発化してきたこと
により、産業廃棄物の排出量の増加とともに種
類や質の変化が懸念されています。そのため、
これまで以上に排出事業者への排出量削減対策
の推進と適正処理に向けた指導等が必要となり
ます。
廃棄物処理過程の透明性向上に向けたシステム▲図 　産業廃棄物リサイクル率の推移
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▲図 　産業廃棄物最終処分率の推移
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▲図 　産業廃棄物排出量の推移
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を検討するなど、産業廃棄物の適正処理の推進
に積極的に取り組む必要があります。
震災の影響により一般廃棄物の排出量の多い状
況が続いており、また、一部に廃棄物等の R
に対する県民意識は高いものの、取組に結びつ
いていない状態が見られていることから、今後
の県民意識等の動向を見据え、意識啓発や市町
村の各種取組の支援を継続する必要がありま
す。

⑤　今後の施策の方向性
廃棄物処理施設の立入検査時に取り扱う廃棄物
を把握するとともに適切な処理について、指導
等を行います。
小型家電リサイクルや食品循環資源リサイクル
の促進のため、産学官連携事業や最終処分・二
酸化炭素排出等をなくす試み（ゼロ・エミッショ
ン）を評価する「みやぎの評価手法」の検討な
どを行うことにより、今後のリサイクル関連施

策の展開につなげます。
産業廃棄物処理業者や施設・リサイクル関連事
業者等のデータベース化を行い、リアルタイム
での所属間の情報共有化により監視指導の強化
を図り、産業廃棄物処理の透明化を推進しま
す。　
R啓発用パネルの展示、 R推進ラジオCMの
制作・放送、 Rに関するイベントなどの普及啓
発事業を実施します。また、市町村に対する支
援を継続的に実施し、 R施策の充実を目的と
した市町村 R連携事業などを推進します。
震災後の廃棄物排出量の高止まりや資源物混入
の問題、産業の再構築による廃棄物の排出量や
質の変化の問題等、多くの課題を解決していく
ため、平成 年度に策定した第 期の宮城県循
環型社会形成推進計画に基づく施策を推進しま
す。

　自然共生社会の形成

　計画の概要
①　位置付け・役割
「宮城県自然環境保全基本方針」は、自然環境保
全条例に基づき、本県の自然環境の保全を図るた
めの基本方針として定めているものであり、宮城
県環境基本計画の自然環境保全部門の基本方針と
して、本県の自然環境保全に関する施策を長期的
展望に立って総合的、計画的に推進するための中
長期的な運営指針としての役割を果たしていま
す。
②　施策展開の考え方
施策展開の基本的方向性を示すものとして、同

方針において「健全な生態系の保全と生態系ネッ
トワークの形成（場の確保）」、「生物多様性の保全
と自然環境の再生（質の確保）」、「豊かな自然環境

を次世代に引き継ぐ基盤づくり（主体の確保）」の
つの基本目標を掲げ、それぞれについて各種計

画、事業により実現を図るものです。

　平成 年度における点検評価結果
①　計画の基本目標
環境基本計画における、進捗状況の管理指標と
しては「豊かな自然環境の保護・保全を目的と
した指定地域の県土面積に占める割合」を設定
しており、令和元年度において、 ％を目標に
しています。

②　数値目標に係る指標値の状況
平成 年度の実績値は ． ％であり、目標を
達成しています。

～宮城県自然環境保全基本方針及び関連計画～

平成 年平成 年平成 年平成 年平成 年平成 年平成 年平成 年平成 年平成 年

， 1， 1，，，，，，，，自然公園面積

，，，，，，，，，，県自然環境保全地域面積

，，，，，，，，，，緑地環境保全地域面積

，，， 4， 4， 4， 4，，，，合計（A）

，，，，，，，，，，県土面積（B）

．．．．．．．．．．A／B（％）

▼表 　県土面積に占める割合の変遷 面積単位：ha
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③　平成 年度に講じた施策
ア　健全な生態系の保全と生態系ネットワークの
形成（場の確保）を目的とした取組
自然公園及び環境保全地域の保全対策を推進し
ました。
緑地環境保全地域について、 か所を新規指定
しました。
百万本植樹事業を実施するとともに、みやぎ
バットの森植樹祭を開催したほか、里山林協働
再生支援事業の新規協定締結を促進するなど、
豊かなみどり空間の保全・創出を図ることがで
きました。
イ　生物多様性の保全と自然環境の再生（質の確
保）を目指した取組
第 次鳥獣保護管理事業計画及び第二種特定鳥
獣管理計画の進行管理を行い、野生鳥獣の適切
な保護管理や鳥獣保護思想の普及啓発に取り組
みました。また、傷病鳥獣の野生復帰に取り組
むなど、野生生物保護対策を推進しました。
宮城県生物多様性地域戦略の総合的推進を図る
とともに、生物多様性に関する普及啓発を行う
ため、タウンミーティングやフォーラムを開催
したほか、学校における取組を表彰しました。
伊豆沼・内沼において、沈水植物の増殖・移植、
湖岸植生保全、水質改善効果検討、外来生物の
駆除及び在来生物増加対策等を実施し、自然環
境保全・再生を推進しました。

ウ　豊かな自然環境を次世代に引き継ぐ基盤づく
り（主体の確保）を目指した取組
森林を利用した自然体験や自然観察の案内を行
う森林インストラクターや、森林公園の管理を
支援する自然環境サポーターを養成し、豊かな
自然環境を次世代に継承する人づくりを推進し
ました。

④　現状及び課題
宮城を彩る豊かな自然環境については、伊豆沼
における自然再生事業を実施し、外来種の駆除
や種子復元等の成果が出てきているものの、在
来生物であるカラスガイが激減しているほか、
依然として、水質が改善されていません。
みどり空間の保全については、森林所有者の意
欲の減退等から手入れがされていない森林がこ
のまま増加していくと、森林の有する多面的機
能が十分に発揮されない恐れがあります。

野生生物の保護管理の推進については、生息域
が拡大しているイノシシ及びニホンジカの捕獲
の担い手である狩猟者の減少傾向が続いている
ことから、農業被害等の対策に加え、狩猟者の
確保、後継者育成が急務となっています。また
ツキノワグマは、近年、目撃数の増加など人と
の軋轢が社会問題となっており、第二種特定鳥
獣管理計画に基づき、個体数の安定的な維持等
を図っていく必要があります。
地域や学校教育と連携した農村環境保全等の協
働活動については、震災の影響により、一時参
加人数が減少した後、徐々に増加してきている
ものの、引き続き参加を促進する取組を行って
いく必要があります。

⑤　今後の施策の方向性
宮城を彩る豊かな自然環境については、協議会
等において有識者の意見を伺いながら、カラス
ガイの増殖について取り組むとともに、水質悪
化の原因の つであるハスの刈払いを継続して
実施します。
みどり空間を保全するため、関係機関と連携
し、森林所有者に対し、森林整備にかかる各種
事業の広報を行い森林整備の必要性を理解して
もらい、計画的な事業推進に努めます。
野生生物の保護管理の推進については、平成
年度から 年間を計画年次とする第 次宮城県
鳥獣保護管理事業計画及び第二種特定鳥獣管理
計画に基づいて、対象鳥獣に応じた適正な管理
を行っています。特にイノシシ及びニホンジカ
については、平成 年度から実施している指定
管理鳥獣捕獲等事業を活用した個体数調整のほ
か、被害防除対策及び生息環境整備を推進する
とともに、捕獲・防除に関する研修会や狩猟後
継者の育成を行い、生態系の維持及び農業被害
等の軽減を図ります。
地域や学校教育と連携した農村環境保全等の協
働活動については、引き続き、地域や学校と協
力しながら、農村環境保全等の協働活動への参
加を促進します。
伊豆沼については、引き続き沼内負荷の多くを
占めると考えられるハスの適正管理等の検討を
行います。
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　地域戦略の概要
①　位置付け・役割
「生物多様性基本法」（平成 年法律第 号）に
基づいて策定した、本県における生物多様性の保
全と、その持続可能な利用関する中・長期的な考
え方をまとめたものです。
②　施策展開の考え方
「豊かな自然を守り育てる」「豊かな自然の恵み
を上手に使う」「豊かな自然を引き継ぐ」の つ
を柱としています。
また、地域戦略の目標を実現するために、宮城

県が実施する具体的な事業を「宮城県生物多様性
地域戦略アクションプラン」として毎年度取りま
とめています。
③　計画期間
地域戦略は自然に関することを対象にしてお

り、長期的な視点でとらえる必要があることか
ら、計画期間は平成 年度から令和 年度までの
年間としています。この 年間は、地域戦略の

策定年次に生まれた子どもたちが成人するまでの
期間です。

　平成 年度における点検評価結果
①　計画の基本目標
目指す将来像を「自然に寄り添い、自然と共に

生きるふるさと宮城」としています。これは、現
在の生活の質を保ちながら、自然と共生していく
ことの大切さを十分理解した上で、身近な自然を
守り、自然の恵みを上手に使うことを想定してい
ます。
②　平成 年度に講じた施策
ア　豊かな自然を守り育てる
自然公園及び環境保全地域等の保全対策を推進
しました。
オオクチバス等の外来生物の侵入により、在来
生物の生息・成育数が減少しているため、その
生息・生育環境の回復を図りました。
農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を
図るため、地域内の農業者等が共同で取り組む
地域活動を支援しました。
持続的な農業生産方式の導入に取り組むエコ
ファーマーを育成するとともに、県独自の「み

～宮城県生物多様性地域戦略～

やぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度」
を運営することにより、自然循環機能の推進と
環境負荷の低減が可能な有機農業の取組の定着
を図りました。

イ　豊かな自然の恵みを上手に使う
森林資源を有効に活用するため、「みやぎの木
づかい運動」を実施しました。また、県民の安
全のため、被災した海岸防災林の復旧を図り、
森林の持つ多面的機能の回復に寄与しました。
社会貢献の一環として森づくりへの参加を希望
する企業等に対して、里山林のあっせん、活動
のコーディネートを行いました。また、「森林
インストラクター」や「自然環境サポーター」
を養成しました。

ウ　豊かな自然を引き継ぐ
学校教育において、教科の枠を越えた横断的な
環境学習が展開できる指導計画を作成した他、
自然の家における長期間のキャンプ等の自然体
験を行いました。
都市住民と農山漁村の住民が、交流行動を行う
「グリーン・ツーリズム」に係る支援を行いま
した。

③　現状及び課題
生物多様性の保全・再生については、県民の

生物多様性に関する認知度が依然高いとは言え
ない状況です。

④　今後の施策の方向性
生物多様性フォーラムの開催やパネル展示等

を実施するとともに、効果的な普及啓発方法に
ついて検討していきます。

▲生物多様性フォーラムの様子 
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　安全で良好な生活環境の確保

　計画の概要
①　計画見直しの背景
本計画は環境負荷の低減を目的に、平成 年

月に策定され、各種施策を推進してきました。平
成 年 月に東日本大震災後の自動車交通を巡る
状況の変化を考慮し、計画期間を宮城県震災復興
計画の終期である令和 年度まで延長するととも
に、計画の点検・評価・見直しを行いました。
②　計画の位置付け及び役割
「宮城県環境基本計画」（平成 年 月）の実施
計画に位置付けられ、自動車交通に伴う環境負
荷低減のための施策を推進するもの
関係行政機関が連携・協力して各種施策を総合
的かつ体系的に推進するための指針
県民・事業者がそれぞれの立場で自主的かつ積
極的に取り組むための行動指針

③　施策展開の考え方
総合的な取組
関係行政機関が、相互に協力・連携のもと、

地域の実情に合わせて広範な分野の施策を総合
的・効果的に推進します。
広域的、長期的な取組
自動車が環境負荷の移動発生源であるという

特性から、国等の施策を考慮しつつ、広域的な
視点での対応も視野に入れて対策を推進すると
ともに、施策の方向性に沿って長期的な取組を
着実に推進します。
優先的取組
自動車交通公害の著しい地域での対策を優先

的に実施します。
県民・事業者の取組
施策の実施に当たっては、県民・事業者が問

題解決に向けて積極的に参加することを促す手
法を取り入れます。

④　計画期間
　平成 年度から令和 年度まで
　 

　平成 年度における点検評価結果
①　計画の環境目標
本計画では次の つの将来像を目指し、その実

現状況を表すための環境目標を定めています。

また、環境目標を補完する間接目標を以下のと
おり定めています。
県内各地において、コンパクトで機能的なまち
づくりを意識した取組を進める。
自動車から排出される窒素酸化物排出量を平成
年度の排出量から ％以上削減する。

国が平成 年 月に定めた「エネルギー基本計
画」等に示す次世代自動車の導入目標を考慮し
て設定した普及目標を達成する。
全市町村において、次世代自動車の率先導入、
エコドライブ運動の普及促進に取り組む。

②　数値目標に係る指標の状況
平成 年度の「二酸化窒素の沿道における環境
基準下限値達成率」は目標達成しました。

 

～宮城県自動車交通環境負荷低減計画～

【目指す将来像】
自動車に過度に依存しない地域社会
道路沿線の大気汚染、騒音が改善された地域社会
環境に配慮した生活、事業活動が普及した地域社会

【環境目標】
二酸化窒素の沿道における環境基準下限値達成率

　… ％
浮遊粒子状物質の沿道における環境基準達成率

　… ％
自動車交通騒音の道路に面する地域の環境基準達成率

　… ％
自動車からの二酸化炭素排出量の平成 年度からの削
減率… ％

▲図 　自動車排出ガス測定局
二酸化窒素環境基準下限値達成率の推移（日平均 ％除外値）
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平成 年度の「浮遊粒子状物質の沿道における
環境基準達成率」は長期的評価及び短期的評価
の両方で目標達成しました。

自動車からの二酸化炭素排出量の平成 年度か
らの削減率
二酸化炭素排出量については、確定値がまだ算
出されていないことから、県内のガソリン及び軽
油の販売実績から算出した「暫定値」により示す
と、平成 年度の自動車からの二酸化炭素排出量
暫定値は ， ， tでした。
平成 年度は、自動車からの二酸化炭素排出量
の平成 年度排出量から ％削減することを目標
としていましたが、暫定値における削減実績は、
， tで、平成 年度からの削減率は ．％で

した。
 

③　平成 年度に講じた施策
自動車単体からの環境負荷の低減を目指した取組
「グリーン購入推進計画」を踏まえて県自らが
率先して次世代自動車を導入するなど次世代自
動車の普及を推進したほか、整備不良車、過積
載車等の指導・取締りを行い、自動車の運行に
伴う単体からの騒音及び排ガスの低減を図りま
した。
発生する自動車交通量の低減を目指した取組
第 セクター鉄道事業（阿武隈急行）に対す
る補助や市町村及びバス事業者に対するバス運
行費の一部補助を行うなど自動車交通量の低減
に資する取組への支援を実施しました。
交通流円滑化の促進を目指した取組
交差点の改良や歩道・自転車歩行者道の整備
など「道路網の整備」を推進するとともに、信
号機や交通管制センターの高度化、違法駐車の
指導取締りの強化、交通情報提供エリアの広域
化などによる「交通流の管理」を推進し、交通
流の一層の円滑化を図りました。
自主的取組・行動促進のための普及啓発に関す
る取組
エコドライブに関する情報提供のため、ホー
ムページへの掲載や 月のエコドライブ月間に
おけるラジオスポットCMの放送、庁内放送で
のPR等を実施しました。また、エコドライブ
宣言ステッカーの交付等によりエコドライブの
普及啓発活動を実施しました。
④　現状及び課題
各管理指標はいずれも計画策定時の現況値より
も改善傾向を示しているものの、東日本大震災復
興事業等の影響による車輌等の増加により、自動
車騒音の環境基準達成率及び二酸化炭素排出量削
減率の低下が見られる状況であり、計画目標の達
成のためには、各種施策を総合的かつ効果的に推
進し、県民・事業者等が一体となって自動車交通

▲図 　自動車交通騒音の道路に面する地域の
環境基準達成率

75

80

85

90

95

100 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H30H29

（年度）

100100100（％）

994.9 
93.093.0

86.586.586.5 87.487.487.4 87.987.987.9
89.689.689.6 90.290.290.2

91.991.991.9
90.790.790.7 91.391.391.3

90.190.190.1 91.091.091.0 90.690.690.6
92.492.492.4

自
動
車
交
通
騒
音
環
境
基
準
達
成
率

100

目標 達成率

98.798.7
97.397.3

96.096.0
94.694.6

93.393.3
91.991.9

90.690.6
89.289.2

87.987.9
86.586.5

20 

40 

60 

80 

100 
100 100 100（％）

66.7

77.8

100

0.0
0 
平成17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

（年度）  

▲ 図 　　　　　自動車排出ガス測定局  
浮遊粒子状物質環境基準下限値達成率の推移（短期的評価） 

自動車交通騒音の道路に面する地域の環境基準  

達成率  

平成 年度は、自動車交通騒音評価対象区間
において、対象世帯のすべてで昼間、夜間ともに
環境基準を達成することを目指していましたが、
実績では対象世帯142,968世帯のうち、135,617世 
帯が達成し、達成率は94.9％でした。 

11.111.1
20.020.0

28.928.9

37.837.8
46.746.7

55.655.6

64.464.4

82.282.2

100100100100100100

目標 
SPM環境基準達成率 

77.8 77.8 77.8
77.8

11.111.111.1

S
P
M

環
境
基
準
達
成
率 

91.1

88.9

100

100100

73.373.3

▲図 　自動車からの二酸化炭素排出量の
平成17年度からの削減量（％）

※石油連盟都道府県別石油製品販売実績にから算定した暫定値

8

6
4
2

0

10
12
14

16
18

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H30H29
（年度）

1111
10

（％）

11
22

33 5.15.15.1
3.73.73.7 4.24.24.2 4.74.74.7

6.26.26.2

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減
量

12

目標 達成率

99
88

77
66

55
44

14.214.2
12.412.4

10.510.5
8.88.8

11.111.111.1

15.815.815.8

5.75.7

00

12.712.712.7 131313



25

第 章　環境基本計画の進捗状況

第
　
一
　
部

総
　
　
　
　
　
説

環
境
基
本
計
画
の
進
捗
状
況

環境負荷低減に向けて取り組むよう促すことが必
要です。
⑤　今後の施策の方向性
計画の目標を達成するため、特に次の つの施

策を重点的に推進することとしています。
また、施策の展開に当たっては、自動車単体対

策、道路構造対策、発生交通量低減対策、交通流
対策、沿道対策、普及啓発、調査測定の基本的
施策に体系化し、地域や路線ごとの状況に応じて
対策を選択して効果的に推進することとしていま
す。　

今後とも、計画に掲げた重点施策を中心に、関
係行政機関と連携し、効果的な施策の推進を着実
に進めていきます。

【重点施策】
大気汚染物質の排出が少なく燃費の優れた環境負荷が
少ない「低公害車」の普及促進
燃費に優れ環境的・経済的にメリットがあり、運転者
の誰もが取り組める「エコドライブ」の普及促進
県内で最も交通量が多く自動車交通に係る環境負荷の
大きい地域である「仙台都市圏」における総合的対策
の推進

　計画の概要
①　位置付け・役割
宮城県水循環基本計画は、ふるさと宮城の水循

環保全条例に基づき策定されたものであり、本県
の恵まれた水環境を次代へ引き継ぎ、現在及び将
来の県民が豊かな水の恩恵を享受し、快適な生活
を営むことができる社会の実現を目指すもので
す。計画では、県内の 流域（南三陸海岸流域、
北上川流域、鳴瀬川流域、名取川流域、阿武隈川
流域）ごとに流域水循環計画を策定することとし
ています。
②　施策展開の考え方
健全な水循環（水質の良さ、水量の豊かさ、水

災害の少なさ、自然環境の豊かさ）の保全・改善
を目指し、上流から下流までの流域全体で、県民、
事業者、民間団体及び行政の取組を推進します。
また、計画の達成目標として「清らかな流れ」、「豊
かな流れ」、「安全な流れ」、「豊かな生態系」の
つの要素を設定し、流域水循環計画は、 つの要
素の総合評価が低い流域から順（鳴瀬川流域、北
上川流域、名取川流域、南三陸海岸流域、阿武隈
川流域）に策定することとしています。
③　計画期間
平成 年度から令和 年度まで（H ． 変更）

　平成 年度における点検評価結果
①　計画の基本目標
｢健全な水循環を保全する｣ことを目標に、｢清
らかな流れ｣、「豊かな流れ」、「安全な流れ」、「豊
かな生態系」をそれぞれ 点満点とした場合、県
全体で、それぞれの現況値を維持・向上すること
としています。また、県内を つの流域に区分
し、流域ごとにその地域特性を考慮しながら、各

指標現況値を維持すること等を目標としていま
す。
清らかな流れ
水質環境基準点におけるBOD、COD、全窒素
及び全リンに係る水質環境基準達成度を総合的
に表す指標で、全ての地点で達成した場合 点
となります。
豊かな流れ
地下水涵養量（森林の流出係数とのかい離）

と正常流量達成率を基に表す指標で、全ての地
域において森林程度の涵養量があり、かつ、河
川において必要流量が年間を通して確保されて
いる場合 点となります。
安全な流れ
河川整備率（河川改修の計画延長に対する整

備済み延長の比率）と海岸整備率（防潮堤の計
画延長に対する整備済み延長）を基に表す指標
で、全ての河川及び海岸整備が完了した場合
点となります。
豊かな生態系
植物環境指標と河川生物生息環境指標により

表すもので、全ての地域で自然豊かな森林を形
成し、かつ、河川に生息する代表種及び重要種
が増加するとともに、外来種が減少した場合10
点となります。

②　数値目標に係る指標値の状況
基本目標に係る指標値において、平成 年度

の状況は下記のとおりです。
 

～宮城県水循環保全基本計画 ～

実績値（点）目標値（点）管理指標

．．清らかな流れ

．．豊 か な 流 れ

．．安 全 な 流 れ

．．豊かな生態系
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「清らかな流れ」の指標は、湖沼や海域など閉
鎖性水域における達成率が低位にとどまってい
ることにより、目標値を達成できませんでし
た。
「豊かな流れ」の指標は目標値を達成しました。
「安全な流れ」の指標は目標値を上回りました。
「豊かな生態系」の指標は目標値を達成しまし
た。

③　平成 年度に講じた施策
計画期間が満了した鳴瀬川流域水循環計画につ

いて、第 期計画を策定しました。
流域水循環計画推進会議を開催（構成機関にお

ける取組・活動の成果の情報共有、意見交換）し、
各団体等の連携・協働による水循環保全活動の推
進を図るとともに、流域活動団体等の取組状況を
取りまとめ、公表しました。
また、流域活動団体であるNPOに対し、水循環
の保全に係る取組に必要な資材等について貸与・
支給を行い、その取組を支援しました。
④　現状及び課題
既に計画が策定された流域については、当初に
盛り込まれた取組の状況を把握するとともに、
新たな取組の拾い上げを行うこと等により、計
画の実効性を高める必要があります。
流域水循環計画未策定の 流域（南三陸海岸流
域、阿武隈川流域）については、河川や沿岸部
が東日本大震災の津波被害により、 つの管理
指標に大きい影響を受けたことや、災害復旧工
事の完了が令和 年度末頃であることを踏まえ
計画策定に取り組む必要があります。
計画の実効性を高めるためには、身近な地域環
境に対する県民の関心を喚起し、NPO等を核と
する地域連携活動の仕組みづくり等を継続して
支援していく必要があります。　

⑤　今後の事業の方向性
令和 年度に計画期間が満了する宮城県水循環
保全基本計画の更新に向け、県民ニーズの把握
と必要な検討を行います。
北上川流域、名取川流域については、水循環計
画に基づく事業の進行管理を行い、計画期間で
ある 年間が満了後、その時点での流域の現状
や課題等を評価・整理し、随時更新していきま
す。
計画未策定の 流域については、災害復旧工事
の終了が見込まれる令和 年度より検討を始め
ます。
これまでは、各主体が、環境、治水、利水など
のそれぞれの限定した側面を捉えて解決を図る
「場の視点」に立った取組を実施してきました
が、流域全体の「流れの視点」に立ち、上流域
と下流域の連携、各主体間の協働連携を重視
し、具体的な目標と施策を示し、点検を重ねな
がら、各流域の健全な水循環の保全に向けた取
組を推進します。具体的には、流域水循環計画
推進会議を開催し、行政、各活動団体の現場の
課題を積極的に吸い上げ、その解消を図るほ
か、県民や活動団体が流域で活動する際の物品
の支給・貸与等を実施します。


